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証券コード　4770

2021年６月９日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目１番１号

図 研 エ ル ミ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 朝 倉 　 尉

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第44回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご通知申しあげます。
なお、書面によって議決権を行使する場合には、お手数ながら後記の株主総会

参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2021年６月24日（木曜日）午後５時45分までに到着するようご返送く
ださいますようお願い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止と皆様の安全の観点から、本年は健康状態

に関わらず可能な限り株主総会会場へのご出席をお控えいただき、書面による事
前の議決権行使をお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時
２．場 所 横浜市都筑区荏田東二丁目25番１号

株式会社図研　本社・中央研究所１階　図研ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第44期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告

及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.elwsc.co.jp/）に掲
載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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【新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお知らせ】

　新型コロナウイルス感染症は、感染力が強い変異株が発生するなど、未だ収束

しておりません。このような状況の中、密集、密接、密閉の機会が高まる株主総

会は、自他ともに感染リスクが存在し、株主の皆様の安全のためには、本来、会

場を用意しての開催は控えるべきと考えております。一方で株主総会は、株主の

皆様より貴重なご意見を賜り、議決権を行使していただく大切な機会であると認

識しております。

　当社といたしましては、感染症拡大防止に極力努めたうえで本株主総会を開催

してまいりますが、本年は健康状態に関わらず、可能な限り株主総会会場へのご

出席をお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申しあげます。

　なお、本株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催

時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防策

にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。

　株主総会会場においては、出席取締役及び運営スタッフがマスクを着用させて

いただくほか、感染症拡大防止のための必要な対応(株主様のお席の間隔を確保す

るため入場者数を制限してご入場をお断りする場合があること、ご入場時に体調

不良と見受けられる株主様に対してご入場をお断りすることや退場を命じること、

会場受付付近に設置する消毒液にて手指の消毒をお願いすること、本株主総会の

時間を短縮すること等)を講じることがありますので、ご理解をお願いします。

　今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、当社ウェ

ブサイト(アドレス　https://www.elwsc.co.jp/)に掲載させていただきます。

－ 2 －

新型コロナウイルスに関するお知らせ
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）

１．会社の現況に関する事項

(1)　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果
　当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による未曽有の事態に見
舞われる中、我が国における経済活動は第一次緊急事態宣言の解除後に段階
的に再開の動きは見られたものの、消費マインドの停滞に加え、国内各企業
も設備投資・開発投資には慎重な姿勢を継続し、さらには2021年１月に首都
圏を中心に再び緊急事態宣言が発出されるなど、事態収束の兆しが見えず、
依然として先行き不透明な状況が続いております。
　当社が属する情報通信・エレクトロニクス業界におきましては、世界規模
での新型コロナウイルス感染症の拡大により海外経済も急激に落ち込んだ
ため、輸出企業を中心に新規開発プロジェクトの抑制や予算執行延期が相次
ぎ、業況は厳しいものとなりましたが、2020年末からの半導体や液晶需要の
復調、さらには自動車の電動化に向けた新規設備投資に支えられ、期末にか
けて持ち直しの兆しが顕れております。
　このような事業環境の中で当社は、継続的で安定した事業基盤の構築に向
け、強みであるストリーミング技術を基に、ネットワークからメディア配
信/管理まで一気通貫で技術を提供できる「エンジニアリング・サービス」
事業に力を注ぐことを事業方針とし、映像連携ソリューション・パッケージ
製品のパートナー連携による拡販と合わせ、車載やDXインサイト(認識技術
によるデジタルトランスフォーメーション)分野からの需要獲得を行うなど、
収益改善に向けて努力を重ねてまいりました。
　このように当社は当事業年度において、企業価値と資本効率を向上させる
よう努力を重ねてきましたが、需要先各社における新規開発プロジェクト抑
制をはじめとする事業環境悪化の影響を払拭するには至らず、売上高は617
百万円(前事業年度比19.9％減少)となりました。また損益面では、あらゆる
経費の削減に努めてまいりましたが減収の影響は大きく、営業損失は62百万
円(前事業年度は営業利益3百万円)、経常損失は50百万円(前事業年度は経常
利益3百万円)となり、さらに特別退職金及び投資有価証券売却損の特別損失
発生と、業績推移並びに今後の業績動向を踏まえた繰延税金資産の取崩しを
行ったことから、当期純損失は82百万円(前事業年度は当期純損失9百万円)
となりました。

－ 3 －

- 当事業年度の事業の状況
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（研究開発）
当社の研究開発活動は、開発本部においてストリーミング技術、ネット

ワーク技術を中心とした基礎研究、応用研究と、FAアプリケーション・パ
ッケージをはじめとする工業化研究を行っております。このうち、基礎研
究および応用研究には、当事業年度において21百万円(対売上高3.4%、前年
同期比11百万円の減少)の研究開発費を投入し、事業基盤強化のための開発
投資を行っております。

②　設備投資の状況

　当事業年度は、開発用及び業務用コンピュータのリース契約による導入、

ならびに機材及びソフトウェア等に総額10百万円の設備投資を行いました。

③　資金調達の状況

該当する事項はございません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当する事項はございません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当する事項はございません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当する事項はございません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当する事項はございません。

－ 4 －
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(2)　財産及び損益の状況

区 分
第 41 期
2017年度

第 42 期
2018年度

第 43 期
2019年度

第 44 期
(当事業年度)
2020年度

売 上 高(百万円) 834 863 770 617

経 常 利 益 ま た は
経 常 損 失 ( △ )

(百万円) 22 47 3 △50

当 期 純 利 益 ま た は
当 期 純 損 失 ( △ )

(百万円) 38 42 △9 △82

１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失（△）

6円19銭 6円69銭 △1円55銭 △13円12銭

総 資 産(百万円) 774 806 822 696

純 資 産(百万円) 591 633 623 541

(3)　重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社に関する事項
１．当社の親会社は株式会社図研で、同社は当社の株式2,539,690株（持

株比率40.41％）を保有し、財務諸表等規則に規定する実質支配力基
準に基づく親会社に該当いたします。

２．親会社と当社との間には、事業活動を行ううえでの承認事項等、当
社の重要な財務及び事業の方針に関する特段の制約はございません。
当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っており、
親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

②　親会社等との間の取引に関する事項
１．当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

当社は、親会社等である株式会社図研との取引に際しましては、少
数株主の保護の観点から取引条件が他の取引先との間の同種取引と
同様な適正条件であるかどうかを確認しております。

２．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判
　　断及びその理由

当社の取締役会は、親会社等との取引に当たって当該取引の必要性
に留意し、取引条件が他の取引先との間の同種取引に照らし相当で
あると認められたことから、当社の利益を害することはないと判断
しております。

３．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当する事項はございません。

③　重要な子会社の状況
該当する事項はございません。

－ 5 －

- 財産および損益の状況、- 重要な親会社および子会社の状況
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④　その他
該当する事項はございません。

－ 6 －

- 財産および損益の状況、- 重要な親会社および子会社の状況
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(4)　対処すべき課題

当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題として、以下の点を認

識しております。

・エンジニアリングサービスの事業規模拡大

当社では、社会情勢・事業環境の変化を踏まえ、当社が培ってきたス

トリーミング技術をベースとした「エンジニアリングサービス」(受託

開発)事業の拡大に力を注ぎ、経営の安定化をはかる方針といたしまし

た。

この事業方針の実現に向けては、ストリーミング製品の販売を新規の

エンジニアリングサービス案件に有機的に結合させる等のターゲット

戦略の構築、そして今後５ＧやＤＸ(デジタルトランスフォーメーショ

ン)が普及・進化していく中で継続的な収益確保に向け、お客様の事業

に資する当社技術を「どのように」提供するのかを明確にし、長期的契

約や新規契約の獲得に結び付けることが、事業規模拡大に向けた重要な

課題であると認識しております。

・人材に関する取組み

事業方針実現、持続的な成長に向けた展開を図るためにはエンジニア

の確保・育成及び公正な事業遂行、人権と多様性の尊重が課題となって

まいります。当社では進化する技術に的確に対応し、事業基盤を支える

技術者の採用に努めるとともに、外部人材との連携により多様な知識・

経験を取り込み、新たな技術の企画・開発と、品質管理を行うことので

きる人材の育成、さらにはダイバーシティに意を用いた社内教育と、そ

の人材活用が課題であると認識しております。

・新型コロナウイルス感染症への取組み

新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界規模で経済活動の縮小・減

速をもたらし、その影響は当初の想定以上に続くものと予想されます。

当社のお客様においても開発プロジェクトの規模縮小や見送り、延期等

がなされており、また緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用によ

り、展示会等のイベントの中止やお客様訪問の制限なども続いておりま

す。当社といたしましては、従業員へのマスク配布をはじめとする感染

防止策を実施するとともに、リモートワークの推奨、オンライン会議の

実施により事業活動を継続しておりますが、今後も引き続き新型コロナ

ウイルス感染症への対策を講じ、事業への影響を最小化することが課題

であると認識しております。

・財務体質の強化

社会情勢、事業環境が大きく変化する中、当事業年度(2021年3月期)

においては、遺憾ながら欠損金を計上する結果となっております。

当社といたしましては、財務面において、営業キャッシュフローに常

に意を用い、かつ収益力向上を常に意識して、繰越欠損金の早期解消に

－ 7 －

- 対処すべき課題
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向けた努力を重ねるとともに、その解消後においても貸借対照表の純資

産の部をより充実させ、不測の事態が発生したとしても取引先や株主の

皆様にご安心いただけるような強固な財務体質を構築していくことが

重要な課題であると考えております。

－ 8 －

- 対処すべき課題
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(5)　主要な事業内容（2021年３月31日現在）

区分 内 容 製 品 種 類

通

信

ミ

ド

ル

ウ

ェ

ア

事

業

エ ン ジ ニ ア リ ン グ サ ー ビ ス ―

プ ロ ト コ ル ス タ ッ ク

ミドルウェアライブラリ（「KASAGOシリー

ズ：TCP/IPプロトコルスタック」、「Ze-PRO

シリーズ：ONVIF、SIP、RTP」）

シ ス テ ム プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

カメラ映像/IoTシステム連携プラットフォ

ーム（FA Finder）、ストリーミング・パッ

ケージ

(6)　主要な事業所（2021年３月31日現在）

事 業 所 名 所 在 地

本 社 横 浜 市 港 北 区

(7)　従業員の状況（2021年３月31日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

48名（１名） ２名減(０名) 44.3歳 10.9年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載
しております。

(8)　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

該当する事項はございません。

(9)　その他会社の現況に関する重要な事項

　該当する事項はございません。

－ 9 －

- 主要な事業内容、- 主要な事業所、- 従業員の状況、- 主要な借入先の状況、- その他企業集団の現況に関
する重要な事項
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２．会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）

(1)　発行可能株式総数 21,200,000株

(2)　発行済株式の総数 6,284,944株

(3)　株主数 2,874名

(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 図 研 2,539,690株 40.41％

木 塚 修 一 220,700 3.51

野 口 治 雄 156,500 2.49

株 式 会 社 S B I 証 券 125,800 2.00

大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 96,912 1.54

松 田 一 之 80,000 1.27

宝 川 　 等 75,000 1.19

Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｉｅｓ ｐｌｃ
（常任代理人　ＪＰモルガン証券株式会
社）

65,300 1.04

會 澤 希 樹 65,000 1.03

松 井 証 券 株 式 会 社 59,300 0.94

（注）持株比率は自己株式（230株）を控除して計算しております。

(5)　当事業年度中に職務執行の対価として交付された株式の状況

該当する事項はございません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
(1)　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

該当する事項はございません。

(2)　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付された新株予

約権の状況

該当する事項はございません。

(3)　その他新株予約権等に関する重要な事項

該当する事項はございません。

－ 10 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権などに関する事項
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４．会社役員に関する事項
(1)　取締役の氏名等（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 朝 倉 　 尉

取 締 役 藤 井 孝 博 開発本部長

取 締 役 江 口 慎 一 管理本部長

取 締 役 赤 田 正 樹 営業本部長

常勤監査等委員である
取 締 役

髙 橋 　 慶

監査等委員である
取 締 役

木 村  隆

監査等委員である
取 締 役

相 馬 粛 一 株式会社図研　取締役副社長

監査等委員である
取 締 役

安 藤 和 男 安藤和男司法書士事務所　代表

（注）１．監査等委員である取締役髙橋慶氏は、常勤監査等委員であります。
当社では、常勤者の有する高度な情報収集力及び内部統制システムの活用や、会計
監査人及び内部監査部門等との連携を密に図るとともに、業務執行取締役とのコミ
ュニケーションを円滑にして監査等委員会の職務執行の円滑化を図り、監査・監督
機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、常勤監査等委員を
選定しております。

２．監査等委員である取締役髙橋慶氏、木村隆氏及び安藤和男氏は、社外取締役であ
ります。

３．社外取締役安藤和男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査等委員である取締役髙橋慶氏及び相馬粛一氏は、以下のとおり財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。

・監査等委員である取締役髙橋慶氏は、上場企業においての内部統制業務の経験及び
金融商品取引法に基づく内部統制システム構築の経験を有しております。

・監査等委員である取締役相馬粛一氏は、上場企業の取締役の経験を有しております。
５．2020年６月24日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、西伸孝氏は監査等委

員である取締役を辞任いたしました。

(2)　責任限定契約の内容の概要

当社は、監査等委員である取締役（社外取締役）髙橋慶氏、監査等委員

である取締役（社外取締役）木村隆氏、監査等委員である取締役相馬粛

一氏及び監査等委員である取締役（社外取締役）安藤和男氏の４氏との間

で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。

－ 11 －
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当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており

ます。

(3)　補償契約の内容の概要

該当する事項はございません。

(4)　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

該当する事項はございません。

－ 12 －

会社役員に関する事項



2021/06/03 16:50:29 / 20701021_図研エルミック株式会社_招集通知

(5)　取締役の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員

である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容
にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり

です。

１．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、
個々の取締役の報酬の決定に際しては、公正性・合理性が確保でき
る職位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、
固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、監査等委
員である取締役の報酬は、客観的立場から当社の経営に対して監督
及び助言を行う役割を担うことを考慮し固定報酬のみとしておりま
す。

２．基本報酬に関する方針（報酬を与える時期または条件の決定に関す

る方針を含む。）
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位ごとの報酬に関する基準を
踏まえ、決定するものとしております。

３．業績連動報酬に関する方針（報酬を与える時期または条件の決定に

関する方針を含む。）
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるた
め、業績目標達成度合いに応じた報酬とし、前事業年度の当期純利
益の4パーセント以内(ただし上限20百万円とする。)とする金銭報
酬とし、年次で一定の時期に支給しております。なお、非金銭報酬
はないものとしております。

４．固定報酬と業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう固定報酬と業績連動報酬のバランスを考慮し、適切な支給割
合としております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
固定報酬については、同業種企業、同規模企業ならびにグループ企
業の報酬体系を参考に、取締役会にて職務の内容・重要度及び職務
遂行状況の確認を行い、また業績連動報酬については上限額の範囲
内で業績及び成果に基づき、それぞれ監査等委員である取締役の意
見も適宜参考にしつつ、取締役会決議に基づき代表取締役社長に一
任し決定するものとしております。

－ 13 －
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②当該事業年度に係る報酬等の総額

区 分
報 酬 等 の
総 額

報酬等の種類別の総額 対 象 と な
る
役 員 の 員
数基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

48百万円
(-)

48百万円
(-)

- -
5名
(-)

監 査 等 委 員 で あ る
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7百万円
(7百万円)

7百万円
(7百万円)

- -
4名

(4名)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

56百万円
(7百万円)

56百万円
(7百万円)

- -
9名

(4名)

（注）１．上表には、2020年６月24日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役１名及び監査等委員である取締役１名（うち社外取締役は１名）を含んでおり
ます。なお、2020年６月24日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役はもう１名おりますが、無報酬であるため、上表には含めておりません。

２．当事業年度末現在の取締役は４名、監査等委員である取締役は４名（うち社外取締
役は３名）でありますが、無報酬の監査等委員である取締役１名については、上表
に含めておりません。

３．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

４．業績連動報酬は、当事業年度が欠損金計上となりましたので、支給はございません。
５．非金銭報酬の制度はございません。
６．取締役の報酬限度額は、2015年６月24日開催の第38回定時株主総会において、年額

200百万円以内と定めた固定枠と、前事業年度の当期純利益の４％以内（上限20百万
円とし、社外取締役には支給しない。）と定めた変動枠の合計額（ただし、使用人
分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役の
員数は、４名でありました。

７．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年６月24日開催の第38回定時株主総
会において、年額120百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の
監査等委員である取締役の員数は、３名でありました。

８．取締役会は、代表取締役社長朝倉尉に対し監査等委員である取締役を除く各取締役
の基本報酬額及び業績連動報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社
全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が
適していると判断したためであります。なお、決定にあたっては、監査等委員であ
る取締役の意見を適宜参考にしております。

－ 14 －
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(6)　社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・監査等委員である取締役安藤和男氏は、安藤和男司法書士事務所の

代表であります。安藤和男司法書士事務所と当社との間には特別な

関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務概要

監査等委員である取締
役
　髙橋　慶

2020年６月24日に就任後、当事業年度に開催された取締
役会13回のうち13回に出席（出席率100％）し、また、
監査等委員会10回のうち10回出席（出席率100％）いた
しました。
上場企業における内部統制業務の経験及び金融商品取
引法に基づく内部統制システム構築の経験に基づく見
地から、取締役会では積極的に意見を述べており、意思
決定の妥当性・適法性を確保するための適切な役割を果
たしております。また、監査等委員会においても、内部
監査等について適宜、必要な提言を行っております。

監査等委員である取締
役
　木村　隆

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席（出
席率100％）し、また、監査等委員会14回の全てに出席
（出席率100％）いたしました。
上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経
験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査等委員会において内部監査等について適宜、必
要な提言を行っております。

監査等委員である取締
役
　安藤　和男

2020年６月24日に就任後、当事業年度に開催された取締
役会13回のうち13回に出席（出席率100％）し、また、
監査等委員会10回のうち10回出席（出席率100％）いた
しました。
司法書士としての専門的な知識及び経営陣から独立し
た立場であることによる客観的視点から、取締役会では
積極的な助言・提言を行っており、意思決定の妥当性・
適法性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。また、監査等委員会においても、コンプライアンス
体制等について適宜、必要な提言を行っております。

－ 15 －
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５．会計監査人の状況
(1)　名称　　　　　　　　　　　 ＥＹ新日本有限責任監査法人

(2)　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

20百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬
見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、
これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社
法第399条第１項の同意を行っております。

(3)　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した

旨及び解任の理由を報告いたします。

(4)　責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める

額としております。

(5)　補償契約の内容の概要

該当する事項はございません。
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６．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、大切な資本をお預かりさせていただいた株主の皆様に対し、将来の

事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、当該事業年度

の業績や資金収支を総合的に判断し利益還元を実施することを基本方針とし

ております。

また当社の事業は技術革新の激しい情報通信・エレクトロニクス業界に属し

ているため、内部留保につきましては、将来に亘り恒久的に業績の向上を図っ

ていくための長期的視野に立った研究開発や人材育成に有効活用して参りま

す。

現在の当社は、事業方針を見直して経常的に利益を計上できる収益構造の構

築に向け努力を重ねておりますが、2021年３月期におきましては新型コロナウ

イルス感染症拡大の経済全体への影響もあって当期純損失計上のやむなきと

なり、繰越損失金が拡大する結果となりましたので、誠に遺憾ながら期末配当

を無配とさせていただく予定です。

全社を挙げて現下の状況への対応を行い、早期の復配を果たすべく努力を重

ねて参ります。

－ 17 －
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７．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1)　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の
内容の概要は、以下のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
当社は、企業理念に基づいた企業行動指針を制定しその遵守を図る。
取締役会については、取締役会規則に基づいて運営され、取締役間の

意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督し、法令・定款違反行
為を未然に防止する。
取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに

監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。
また、当社は業務執行全般に亘り適宜、弁護士、税理士、司法書士、

社会保険労務士等社外の専門家の助言、支援を受けることとする。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては毅

然とした態度で臨み、一切の係わりを持たず、また、不当な要求を断固
として拒絶することを改めて明確化する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報、文書については、法令及び社内規程

に従い適切な保存及び管理を行う。
また、取締役は必要に応じて随時これを閲覧することができる。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、それぞれ自己の担当領域において、リスク管理体制を構築

する責任と権限を有する。
代表取締役は、全社のリスク管理を統括する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１．取締役会を毎月一回定時に開催する他、必要に応じて適宜開催す

る。
２．取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程等関

連規程に基づいて効率的に進める。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
１．コンプライアンス体制の基礎として企業行動指針を企業行動のガ

イドラインとする。
取締役は、自己の担当領域におけるコンプライアンス状況を常に
把握し管理する。
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２．内部監査室は、コンプライアンスの全社的な部署として独立した
組織として位置づけ、監査結果を定期的に取締役会及び監査等委
員会に報告する。

３．コンプライアンス体制の万全を期するため、社外取締役を内部通
報窓口に選定し、通報があった場合、適宜取締役会及び監査等委
員会に報告して、違法・不当行為の未然防止と早期発見に努め、
独立・中立的立場から内部統制システムを担保する。また、内部
通報制度規程を制定し、社内に開示することで、その連絡先と通
報相談処理体制を明らかにし、かつ通報者の保護を行う。

⑥　当社及びその親会社からなる企業集団における業務の適正を確保する
ための体制
１．親会社の企業理念・指針は、当社においてもこれを共有・実践す

る。
２．当社内部監査室は、業務の適正を確保するための規程等を整備・

運用し、その内部統制の状況や業務プロセスの記録等を親会社内
部統制部門へ報告する。

３．親会社を含むグループ会社間の取引については、取引の客観性及
び合理性を確保するとともに、親会社との取引に関しては、親会
社からの独立性を確保する。

⑦　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、そ
の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である者を除く。）か
らの独立性に関する事項ならびに当該取締役及び使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項
１．監査等委員会が必要と認めた場合、監査等委員会の職務を補助す

るための監査等委員会補助者を設置し、監査等委員会の職務を補
助すべき取締役は置かないこととする。

２．監査等委員会補助者は、その職務に関しては、取締役（監査等委
員である者を除く。）等の指揮、命令を受けないものとし、その
任命、解任等については監査等委員会の同意を得ることとする。

３．監査等委員会補助者は、監査等委員会との連携を密にし、監査等
委員会の指示に従いその職務を行う。

⑧　取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人が監査等委員会に
報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
１．取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、監査等委

員会から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、
速やかに報告する。
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２．取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、職務執行
に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または
会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞な
く監査等委員会に報告する。

３．取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、事業・組
織に重大な影響を及ぼす決定結果を遅滞なく監査等委員会に報告
する。

４．当社は、監査等委員会への報告を行った取締役（監査等委員であ
る者を除く。）及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを行うことを禁止し、内部通報制度規程で定め
る「通報者等の保護」に基づき、当該報告をした者の保護を行う。

⑨　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに
限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事
項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求を

した時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務
を処理する。

⑩　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
１．監査等委員会は、取締役（監査等委員である者を除く。）との連

携を密にし、意思の疎通を図る。
２．監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人とそれぞれ定期的

に意見交換会等を開催し、その連携を密にする。
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(2)　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制に基づき、体制の整備

及び適切な内部統制システムの運用に努めております。なお、当事業年度
に実施した当社における内部統制システムの主な運用状況の概要は、以下
のとおりであります。

①　コンプライアンスに対する取組の状況
当社は、企業行動指針を制定し、社内イントラネットへ掲載し当社の

役員及び従業員一人一人が随時確認できる環境を整備するとともに、コ
ンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、インサイダ
ー取引防止に関する規程等を定め、社内イントラネットへ掲載し周知を
継続しております。また、取締役は自己の担当領域におけるコンプライ
アンス状況を常に把握し管理しております。
コンプライアンス体制の万全を期するため、内部通報制度規程を制定

し、社内イントラネットへ掲載し周知を継続しております。さらに、内
部通報制度規程により通報者が保護されるよう体制を整備しております。

②　職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組の状況
当社の取締役会は、取締役（監査等委員である者を除く。）４名、監

査等委員である取締役４名（うち社外取締役は３名）の合計８名で構成
され、月１回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて適宜開
催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な
意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されており
ます。
また、取締役会規則、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程によ

り、経営陣に対する委任範囲を定め、取締役会、代表取締役、取締役等
に対して、決定、承認等に関する権限を明確に定め、効率的に業務執行
を行っております。

③　損失の危険の管理に対する取組の状況
当社は、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強

化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会はコーポレー
ト・ガバナンス体制の運用が有効に行われているか監督しております。
また、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティガイドライン

ならびに特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針を定め、社内イ
ントラネットへ掲載し、情報セキュリティ管理体制を確立しております。
また、情報の保存管理は、法令及び文書管理規程等関連規程に基づき、
適切に保管及び管理を行い、廃棄の際には、溶解処理等により再生不可
能とする処分方法により廃棄する等、不適切な情報管理及び機密情報流
出の未然防止に向けた取組を行っております。
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④　監査等委員会の職務の実効性の確保に対する取組の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役は３

名）で構成され、原則月１回の監査等委員会を開催するとともに、監査
等委員である取締役のうち社外取締役１名が常勤し、監査等委員会規則
及び監査等委員会監査基準に基づき取締役会の他社内の重要な会議に出
席し、また、業務執行取締役と常時意見交換を行い、さらに稟議書等を
随時閲覧することにより、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の
観点から監査を行い、監査等委員会を核とした経営監視体制をとってお
ります。
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、

内部監査部門との連携を密にし、効果的な監査が実施可能な体制を構築
しております。
なお、内部監査部門は、年間の監査計画に基づき各部門の内部監査を

実施し、監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとと
もに、その内部統制の状況や業務プロセスの記録等を親会社内部統制部
門へ報告しております。

⑤　反社会的勢力排除に対する取組の状況
当社は、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨み、

当該勢力との取引関係その他一切の関係を遮断していくことを基本方針
としております。係る方針の下、管理本部を対応統括部署として、神奈
川県企業防衛対策協議会に加入する等、警察をはじめとする外部の専門
機関とも緊密な連携関係を構築しつつ、反社会的勢力に関する情報の収
集・管理に努める他、対応マニュアルの整備等、反社会的勢力の排除に
向けた体制の整備を推進しております。

８．会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針について、重要な事項と認識しておりますが、当社の株主構成等を鑑

み、現時点では特に買収防衛策等は定めておりません。
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）

資 　  産 　  の 　  部 負 　  債 　  の 　  部

科 　 　 　 　 目 金 　 額 科 　 　 　 　 目 金 　 額

【 流 　 動 　 資 　 産 】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【 固 　 定 　 資 　 産 】

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ エ ア

リ ー ス 資 産

電 話 加 入 権

( 投 資 そ の 他 の 資 産 )

敷 金 及 び 保 証 金

会 員 権

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

貸 倒 引 当 金

665,695

421,739

5,000

14,400

191,063

750

7,463

26

23,670

1,148

533

△100

30,742

10,317

1,133

609

8,574

18,494

12,277

1,051

5,164

1,930

435

530

2,498

316

△1,850

【 流 　 動 　 負 　 債 】 141,393

買 掛 金 35,140

未 払 金 9,677

未 払 費 用 5,242

未 払 法 人 税 等 4,094

未 払 消 費 税 等 5,022

預 り 金 2,235

前 受 収 益 39,661

リ ー ス 債 務 4,146

賞 与 引 当 金 27,955

製 品 保 証 引 当 金 8,216

【 固 　 定 　 負 　 債 】 13,742

長 期 前 受 収 益 650

リ ー ス 債 務 6,512

繰 延 税 金 負 債 195

退 職 給 付 引 当 金 1,853

資 産 除 去 債 務 4,530

負　　債　　合　　計 155,135

純 　 資 　 産 　 の 　 部

【 株 　 主 　 資 　 本 】 541,302

（ 資 　 　 本 　 　 金 ） 500,000

（資  本  剰  余  金） 135,998

資 本 準 備 金 81,886

そ の 他 資 本 剰 余 金 54,111

（利 益  剰  余  金） △94,578

そ の 他 利 益 剰 余 金 △94,578

繰 越 利 益 剰 余 金 △94,578

（ 自 己 株 式 ） △117

純 資 産 合 計 541,302

資 　  産 　  合 　  計 696,438 負 債 ・ 純 資 産 合 計 696,438

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書

（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）

（単位：千円）

科 　 　 　 　 　 目 金 　 　 　 　 　 額

売 上 高 617,113

売 上 原 価 332,379

売 上 総 利 益 284,733

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 347,718

営 　 業 　 損 　 失 （ △ ） △62,984

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5

為 替 差 益 19

助 成 金 収 入 12,982

受 取 手 数 料 44

そ の 他 15 13,067

営 業 外 費 用

支 払 利 息 218

固 定 資 産 除 却 損 170 388

経 　 常 　 損 　 失 （ △ ） △50,305

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 3,499

特 別 退 職 金 7,160 10,659

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △60,965

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 3,565

法 人 税 等 調 整 額 17,910 21,475

当  期  純  損  失 （ △ ） △82,441

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2020年４月１日期首残高 500,000 81,886 54,111 135,998 △12,137 △12,137

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失（△） △82,441 △82,441

事業年度中の変動額合計 － － － － △82,441 △82,441

2021年３月31日期末残高 500,000 81,886 54,111 135,998 △94,578 △94,578

株主資本

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

2020年４月１日期首残高 △117 623,743 623,743

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失（△） △82,441 △82,441

事業年度中の変動額合計 － △82,441 △82,441

2021年３月31日期末残高 △117 541,302 541,302

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商　　　　　　　　品　　　　移動平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料　　　　主に総平均法による原価法

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切り下げております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法に定める定率法

（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法に定める定額法。なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と残存

有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大き

い額を計上する方法、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

② 賞与引当金は、従業員の賞与の支出に備えるため、翌事業年度支給見込額の当事業年度

負担分を計上しております。

③ 製品保証引当金は、製品等の無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく将

来発生見込額を計上しております。

④ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、将来支給予定額を計上しておりま

す。なお、2007年４月１日をもって、退職一時金制度を凍結しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の処理方法は、税抜方式によっております。
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２．会計上の見積りに関する注記

・繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額

当事業年度は繰延税金資産を計上しておりません。

(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①算出方法

将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産

の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌事業年度の事業計画を基礎と

しております。当該事業計画は従来の通信ミドルウェア・ライブラリ製品の開発販売から

エンジニアリング・サービス主体の事業構造への転換をはかるものであり、当事業年度は

その転換途上のため翌事業年度の事業計画の達成可能性に不確実性があること、かつ経営

環境も新型コロナウイルス感染症拡大の今後の社会に与える影響として、ワクチン対策等

の遅れや変異種ウイルスの発生等により、緊急事態宣言が繰り返される結果、様々な企業

の経済活動が制限され、開発投資や設備投資も見直されるなど、中・長期的に不確実性が

高い状態が続くと想定されることも考慮し、事業計画に一定のストレスをかけて課税所得

見積額を算出しております。

②主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定は、売上高及び売上総利

益率であります。売上高においては経営環境を、また売上総利益率においては事業計画の

中で主力と位置付けるエンジニアリング・サービスの直近の当社実績及び同業・類似競合

他社実績と、通信ミドルウェア・ライブラリ製品の過去実績を加味して算出を行っており

ます。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

主要な仮定である売上高及び売上総利益率は、見積りの不確実性が高く、売上高及び売

上総利益率が変動することに伴い課税所得の見積額が変動することによって、繰延税金資

産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 68,308千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に関する短期金銭債権 2,376千円

関係会社に関する短期金銭債務 121千円

４．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引高 2,700千円

その他の営業取引高 24,496千円

(2) 研究開発費の総額 21,073千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 6,284,944株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 230株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 590千円

退職給付引当金 561千円

賞与引当金 8,470千円

製品保証引当金 2,489千円

減価償却費損金算入限度超過額 1,223千円

たな卸資産評価損 2,456千円

資産除去債務 1,372千円

ゴルフ会員権 5,044千円

税務上の繰越欠損金（注２） 104,655千円

その他 3,555千円

繰延税金資産小計 130,421千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注２） △104,655千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △25,766千円

評価性引当額小計（注１） △130,421千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △195千円

繰延税金負債合計 △195千円

繰延税金負債の純額 △195千円

（注）１．評価性引当額が前事業年度末より30,163千円増加しております。この増加の主な内

容は、当事業年度における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額23,507千円によ

るものであります。

（注）２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度（2021年３月31日）

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金 (a)
25,227 33,295 － － 22,625 23,507 104,655

評価性引当額 △25,227 △33,295 － － △22,625 △23,507 △104,655

繰延税金資産 － － － － － － －

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等を中心に行っており、一時的な余資は主に流

動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、担当部署が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財

務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額(*)
時価(*) 差額

(1) 現金及び預金 421,739 421,739 －

(2) 受取手形 5,000 5,000 －

(3) 電子記録債権 14,400 14,400 －

(4) 売掛金 191,063 191,063 －

(5) 買掛金 (35,140) (35,140) －

(6) 未払金 (9,677) (9,677) －

(*)　負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(5) 買掛金、(6) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 86円13銭

(2) １株当たり当期純損失 13円12銭

－ 30 －

個別注記表



2021/06/03 16:50:29 / 20701021_図研エルミック株式会社_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月６日

図 研 エ ル ミ ッ ク 株 式 会 社
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人

東　 京　 事　 務　 所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 櫛 田 達 也 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 林 　 美 岐 

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、図研エルミック株式会社の2020
年４月１日から2021年３月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第44期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内

部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所に関して業務及び

財産の状況を調査しました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意

した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他

における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし

た。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引を

するに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引

が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその

理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2021年５月７日

　　　図研エルミック株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員（社外取締役） 髙　橋　　　慶 

監 査 等 委 員（社外取締役） 木　村　　隆 

監 査 等 委 員 相　馬　粛　一 

監 査 等 委 員（社外取締役） 安　藤　和　男 

以　上

－ 34 －

監査等委員会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案にて同じ。）全員（４名）

は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願

いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会より各取締役候補者は、業務執行

状況等を踏まえ、指摘するべき点はない旨の意見表明を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

あさ

朝
くら

倉
 

　
じょう

尉
(1970年２月９日生)

1993年４月　株式会社図研入社

2007年４月　同社SoC事業部イノベーション営業部

　　　　　　統括マネージャー

2007年10月　同社SoC事業部事業部長代理

2008年６月　当社取締役

2009年６月　当社取締役営業本部担当

2010年１月　当社取締役副社長

2010年６月　当社代表取締役社長

（現任）

10,000株

取締役候補者とした理由等
2010年より代表取締役社長として強いリーダーシップで経営の指揮を執り、また、高い
識見から取締役会議長として、経営上重要な案件について十分かつ適切な説明を行い、
取締役会の意思決定の機能を高めております。持続的な成長と企業価値向上の実現のた
めに適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

２

ふじ

藤
 

　
い

井
 

　
たか

孝
 

　
ひろ

博
(1974年10月14日生)

1999年４月　株式会社OA研究所入社

2007年８月　株式会社図研入社

2009年６月　当社入社

2015年10月　当社リブウェア開発部長

2017年４月　当社開発本部長

2019年６月　当社取締役開発本部長

（現任）

100株

取締役候補者とした理由等
開発部門における豊富な業務経験と、製品及び技術に関する知見が、当社の通信ミドル
ウェア事業の一層の強化に必要不可欠なものであり、今後の経営基盤強化と企業価値向
上に寄与する適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであ
ります。

－ 35 －

取締役（監査等委員である者を除く。）選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

３

あか

赤
だ

田
まさ

正
き

樹
(1976年９月29日生)

1999年４月　株式会社図研入社

2006年７月　インベンチュア株式会社入社

2012年２月　当社入社

2015年４月　当社営業本部第一営業部長

2017年４月　当社営業本部副本部長

2017年10月　当社営業本部長

2020年６月　当社取締役営業本部長

（現任）

200株

取締役候補者とした理由等
営業部門において深い知識・豊富な経験を有し、製品及び技術に関する知見が、当社の
通信ミドルウェア事業の一層の高収益化に必要不可欠であり、今後の経営基盤強化と企
業価値向上に寄与するものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするもので
あります。

４

※
たか

高
はし

橋
 

　
ゆう

雄
いち

一
ろう

郎
(1968年５月31日生)

1992年４月　株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀

行)入行

2011年４月　同行京橋支社次長

2018年７月　同行ソリューション本部コーポレート情

報営業部官民連携グループ次長

2018年８月　三菱UFJファクター株式会社管理本部企

画部部長

2020年11月　当社出向　管理部長

（現任）

100株

取締役候補者とした理由等
銀行業務を通じて培われた経営全般・財務・マネジメントについての知見を有しており、
今後の経営基盤強化と企業価値向上に寄与するものと判断し、取締役としての選任をお
願いするものであります。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
　　　２．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

－ 36 －

取締役（監査等委員である者を除く。）選任議案
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第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役４名のうち、髙橋慶氏、木村隆氏および相馬粛一氏

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、効率的な監査

を行うことによりコーポレートガバナンスを一層推進するため、１名減員するこ

とといたしたく、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものでありま

す。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　また、監査等委員である取締役より、各監査等委員である取締役候補者は、監

査等委員会監査基準の定めに基づく、監査等委員である取締役候補者の選定基準

の要件を満たしており、指摘するべき点はない旨の意見表明を受けております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

たか

髙
はし

橋
 

　
けい

慶
(1960年５月９日生)

1984年４月　株式会社図形処理技術研究所

(現株式会社図研)入社

2004年４月　同社総務人事部総務課長

2017年４月　同社管理本部総務課マネージャー

2020年６月　当社取締役（常勤監査等委員）

（現任）

0株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割等
上場企業において内部統制業務の豊富な経験を有しており、金融商品取引法に基づく内
部統制システム構築の経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を
確保するための助言・提言をしていただくため、引き続き監査等委員である社外取締役
としての選任をお願いするものであります。
なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与したことはありません
が、上場企業の内部統制の専門的知識と長年の豊富な経験から、監査等委員である社外
取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 37 －

監査等委員である取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

２

※
ほん

本
ま

間
まさ

政
し

司
(1970年11月26日生)

1994年４月　株式会社新潟中央銀行入行

2001年８月　朝居税務会計事務所入所

2004年８月　岡﨑和雄税理士事務所入所

2011年２月　税理士登録

2017年７月　一般財団法人あすなろ福祉財団（現公益

財団法人あすなろ福祉財団）監事

　　　　　 （現任）

2017年９月　税理士法人岡﨑事務所設立代表社員

　　　　　　(現任)

0株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

税理士として培われた高度な税務・会計知識を有しており、その知識・経験等を活かし
て、経営陣から独立した客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対
する監督・監査機能を一層強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役とし
ての選任をお願いするものであります。
なお、直接企業経営に関与したことはありませんが、税務・会計についての専門的知識
と長年の豊富な経験から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。

（注）１．※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

３．高橋慶氏及び本間政司氏は、社外取締役候補者であります。

４．本間政司氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者でありま

す。

５．髙橋慶氏は、現在、当社の監査等委員である取締役でありますが、前任の監査等委

員であった取締役の補欠として選出されているため、本総会終結の時をもって在任

期間は１年となります。
６．高橋慶氏は、上記「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」欄に記

載のとおり、過去10年間において当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社
図研の業務執行者でありました。また、同社より過去２年間に従業員給与等を受け
ておりました。
なお、同氏は、当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社図研を2020年６月
23日付で退職しております。

７．高橋慶氏及び本間政司氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合には、当

社と各氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責

任の限度額は、法令が定める額といたします。

－ 38 －

監査等委員である取締役選任議案
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（参考）独立役員の独立性基準

当社は、独立役員の独立性につきまして、実質的に一般株主との利益相反が生じる恐れがあるか

否かにより判断することを方針としております。この方針の下、当社は、社外取締役が次の基準

に該当する場合には、独立性はないものと判断しております。

１．当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

２．当社の主要な取引先またはその業務執行者

３．当社から役員報酬以外に年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体に所属する者をいう。）

４．過去５年間において上記１～３に該当していた者

５．就任の前10年以内のいずれかの時において、次の(1)～(3)のいずれかに該当していた者

(1)当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役

(2)当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

(3)当社の兄弟会社の業務執行者

６．次の(1)～(5)までのいずれかに掲げる者（重要でない者は除く。）の配偶者または二親等以

内の親族

(1)上記１～５に該当していた者

(2)当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役

(3)当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

(4)当社の兄弟会社の業務執行者

(5)過去５年間において当社の業務執行者または業務執行者でない取締役に該当していた者

（注）上記１の「主要な取引先」とは「直近事業年度におけるその者の連結売上高の５％以上の

支払を当社に対して行った者」をいい、また、上記２の「主要な取引先」とは「直近事業

年度における当社の売上高の５％以上の支払を当社から受けた者」をいいます。

以　上

－ 39 －

監査等委員である取締役選任議案
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第44回定時株主総会会場ご案内図

株式会社図研　本社・中央研究所１階　図研ホール

横浜市都筑区荏田東二丁目25番１号

至
江
田
駅

フォルクス

　ケ谷公園西
交差点

AOKI

株式会社 図研

本社・中央研究所
花工場

図研センター
南ビル

御影橋

中
村
交
差
点

至新横浜駅

至
あ

ざ
み

野
駅

至
日
吉
駅

都筑区
総合庁舎

Olympic

港北
TOKYU
S.C.

至
新
横
浜
駅

セ
ン

タ
｜

南
駅

市
営
地
下

鉄

Honda

都筑ふれあいの丘駅

至中山駅

オーケー
ストア

みずほ銀行

Ｎ

Southwood
（サウスウッド）

新型コロナウイルスに関するお知らせは2ページをご覧ください。

・横浜市営地下鉄　センター南駅下車　　　　徒歩15分

・横浜市営地下鉄　センター南駅下車　　　　市営バス　御影橋バス停前

・横浜市営地下鉄　都筑ふれあいの丘駅下車　徒歩10分

※　お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。

地図


